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スウェーデンにおける所得分布

Income Distribution in Sweden 

スウ ェーデンが福祉国家として， 1つのモデノレ

的存在となっている背後には，その高い所得水準

が，あずかっているのはいうまでもない。 1970年

における 1人当たり GNP(市場価格〉は， 4，350

ドノレであって， これはアメリカ (4，760ドノレ〕に

次ぎ世界第2位であり IL わが国 (2，220ドル〉

表1

地位別，産業別所得 1969 

|人 口I年1所人得当たり

(雇主〉 (1000人) (K r) 

農林水産狩猟 業 157.0 16，005 

鉱 ヱ 業 40.1 25， 187 

建 設 業 24.6 26，889 

商業，ホテル，レストラン業 63.6 25， 261 

運 輸， 通 信 業 28.7 29，257 

一般管理業，サービス業 35.7 32， 569 

そ の 他 2.2 14，410 

〈給与所得者〉

農林水産狩猟業 156.7 14，026 

鉱 工 業 1，277.0 21，044 

建 設 業 339.3 22， 822 

商業，ホテル，レストラン業 530.8 16， 168 

運 輸， 通 {言 業 286.6 22，695 

一般管理業，サーピス業 1，229.3 19， 673 

そ の 他 65.4 7， 166 

経済活動 !人口 4，236.8 19，882 

経済非活動人口 1，010.1 8，873 
iロk 計 5，246.9 17，786 

資料 :Statistisk arsbok， 1971 

理事内 藤 憲英
Prof. Hidenori Naito 

の 2イ音弱にあたっている。

しかしながら，スウェーデンの個人所得に関し，

著しい特徴をなすのは，むしろ分配の平準化傾向

であろう。まず，その機能的分配の事情を示せば，

表 1のごとくである。これは経済活動人口の産業

別，地位別平均所得であるが，みられるように，

家事労働者等特殊なものを除いては，各所属産業

によ って，その平均所得にさほどの格差がないば

かりでなく，雇主，被用者の聞にも断然たる聞き

はないのである。のみならず，この平均値をめぐ

る分散もまたいたって小さい。わが国のように，

土地所有者，会社重役，医者その他の特殊な階級

が，異常に高い所得をえているというようなこと

はないわけである。

この機能的分配の平等については，次の分類が

有名である。すなわち，大地主，企業主，高級サ

ラリーマンなどから構成される，総活動人口の 8

ノf一セントを第 1階級とし，中小地主，職人，ー
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般サラリーマン，セールスマン，J吉主などからな

る48パーセントを第2階級とし，肉体労働者，下

層のサービス業従業者，家事労働者などの44パー

セントを第 3階級とすれば，それぞれの年平均収

入は， 1965年でそれぞれ， 2万8，000クロノーノレ，

I万7，000クロノール 1万6，000クロノーノレであ

ったというのである 2)。もっともこの数字は，所

得税のための公表数字であって，低自に出ている

という意見もある。その意見によれば，課税され

ない所得を含めると，第 1階級8パーセントのう

ち， 1. 4パーセントは 5万クロノーノレ以上の所得

があり，残りのものでも 3方 4，000クロノール

以上の所得があったという。しかし，たとえそう

であっても，格差はせいぜい 2-3倍ということ

であり，機能的分配の平準化は疑うべくもないと

ころである。

このように機能的分配の平準化は，当然人的分

配の平等に帰結するであろう。その人的分配の事

情は，表2に示される。表2は全部の所得者に関

する統計で，その中には，老令者や，パートタイ

マーなど，経済非活動人口や不完全就業者などを

含んでいるから，これらを切って議論することに

する。つまり，表2のうちの年所得2万クロノー

ル以上の約200万人をフルタイムの就業者とみな

して，人的分配をみようというわけである。もち

表2

階級別所得者数 1969 

所得階級 所得者数 累積所得者数

(K r) (1， 000人〉 (1，000人〉

100，000ー 21. 8 

80，000-99，999 20.3 42. 1 

60，000-79，999 57.5 99.6 

50，000-59，999 68.1 167.7 

40，000-49，999 157.0 324.7 

35.000-39，999 164.5 489.2 

30，000-34，999 301. 7 790.9 

25，000-29，999 518.6 1. 309.6 

20，000-24，999 678.1 1，987.6 

15，000-19，999 659.5 2，647.1 

10，000-14，999 682.7 3，329.8 

7， 500-9， 999 452.0 3，791. 8 

5，000ー 7，499 551.5 4，333.3 

2， 500- 4， 999 284.5 4，617.8 

- 2， 499 172，9 4，790.7 

申告なし 538. 1 5，328.8 

資料 Statistisk arsbok， 1971. 
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ろん，この見方は完全ではないが，大蔵省の報告

によれば，成年 (21才以上〉の約40パーセン トが

フノレタイムの就業者 3)ということになっており，

それが丁度 200万人程度であるから，ここに表2

の上位 200万人をもって，そのフルタイムの就業

者とみなそうということであって，大綱的には許

される処理と考える。

さて，表2の年所得2万クロノーノレ以上の 200

万人に対して，人的分配の不平等の尺度として，

例のパレート線を計算してみよう。結果は，図 1

にみられるように，パレート係数2，88をうる。周

知のようにパレート係数は，数値の大きいものほ

ど分配が平等であることを示す指標であるが，こ

の2，88は結論的にいえば，非常に大きな数字だと

いうことができる。つまり，表2に示される所得f
分布は非常に平等だということである。

パレート線図 1969. 図 1

10，000 
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logN 
(1000人)

logN=7，Il04-2.87621ogx 

N=累積所得者数
x=所得階級

1010 logx (lOOOKr) 100 1，000 

図 1

ちなみに，わが国のバレート線を計算してみる

と，昭和45年度で申告所得に対して1.43，給与所

得に対して2.06であり 4)，また例のコーリン・ク

ラークの研究によっても 5〉，パレート係数が 2.0

を越す例は，先進社会では非常に少ないのであっ

て，いかにこの2.88が強い平準化傾向を示すもの

であるかがわかる。

わが国にも，終戦後しばらくの聞は，パレート

係数が 2.0をいく分越える時期があった。当時は

生活給ということで，重役も新入社員も，相対的

所得差の少なかった時代であったわけだが，いっ

てみれば，スウェーデンの所得分布は，所得水準



の絶対額においては，当時のわが国と比較すべく

もないが，人的分配状況そのものは，当時のわが

国より，更に平等の状態にあるのだといえよう。

更に平等化は，この1969年に限るものでないこ

表3

独身者税負担 1971. 

総所得 I(厚得護)I(票率誌|喜本年室|負担合計|負担率

(K r) (K r) (K r) (K r) (K r) (%) 
6，000 119 283 59 461 7.7 

10， 000 502 1， 194 251 1，947 19.5 

15，000 995 2， 366 497 3， 858 25.7 

20，000 1， 491 3. 546 745 5， 782 28.9 

30，000 3，363 5， 905 1; 241 10， 509 35.0 

50，000 9，714 11，562 1，500 22， 776 45.6 

100，000 30， 324 23， 604 1，500 55，428 55.4 

l¥1inistry of Finance， The Swedish Badget 1972ー73，

1972， P.128 

とを注意すべきである。すなわち， 1961年には2

73， 1962年には2.70， 1965年には2.88というバレ

ート係数が計算されているのであって尺少くと

も近来の傾向として，パレート係数がおおむねこ

の附近にとどまっていることを確言できるのであ

る。そして，表2は課税前の数字であるから，現

代のスウェーデン社会には，たとえば，強力な労

働組合等，そもそも強い平準化圧力が常に存在す

るのだとみなしてよかろう。

そして，可処分所得は課税その他によ って，平

等化の方向へ一層拍車をかけられる。その累進課

税の模様は表3のごとくである。これは，対独身

者税率であって，配偶者のある場合は，年額 1，800

クロノーノレが税額から控除され，子供がいる場合

は，税額控除はないが，子供 1人にうき年額1，200

クロノーノレが児童手当として現金支給される。し

かし，そういう 面を考慮に入れても，この累進率

はかなりきびしいといえるであろう。

マクロ的にみてみよう。表4は，可処分所得の

内訳である。みられるように，要素所得合計1，223

億クロノー/レのうち，税その他で 442億クロノー

ノレが政府へ吸上げられ，そのうち 261億クロノー

ノレが年金等，なんらかの形で家計へ還流している 。

その過程でJ高額所得者から低額所得者への移転

がなされるわけであるが，この還流分は要素所得

合計の21パーセント強に達しており，この面での

平準化圧力も相当のものであることがわかる。

高い所得水準のもとにおける平等な分配，これ

がスウェーデンの所得分配の実情であるというこ

とができょう。

表4

可処分所得の構成 1971. 

雇用者所得 99，688 (100万Kr)

個人業者所得 9，203 

個人財産所得 1， 427 

その他の要素所得 12，064 

要素所得合計(1) 122，382 

直接税および年金掛金等 43， 313 

災害保険掛金 914 

家計から政府へ(2) 44，227 

家計への移転所得(児童手当等i8， 879 
イ主宅手当 / 

社会保険給付(年金等) 16，350 

災害保険給付 883 

政府から家計へ(:j) 26，112 

可処分所得{(1ト(2)+(3)) 104，267 

資料 The Ministry of Finance and the National 

lnstitute of Economic Research，Revised National 

Budget， 1972， P. 116 

注

(1) Scandinaviska Enskilda Banken， Some Data 

about Sweden， 1970， P. 79. 

(2) P. A. Austin， The Swedes， 1970， Pp. 72-73. 

(3) Ministry of Finance， Swedish Economy 1971ー

1975， P.178. 

(4) i国税庁統計年報書」の年所得70万円以上の所得層

について計算したが，それでも全所得人員の80パー

セント弱をカパーしている。

(5) Colin clark， Conditions of Economic Progress， 

1940， 2nd ed， Pp.532-9. 

(6)拙稿「スウ ェーデンの商業活動について」国民金融

公庫調査月報1969年 8月。

〔注，本稿は昭和47年度厚生省厚生科学研究補助金による

研究成果の一部である〉
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スウェーデンの老人福祉について (3)

Welfare of the 01d Age in Sweden 

神奈川県民生部主事 戸 佳 和l
 

i
 

E
E
E

，
 Mr. Yoshikazu Togawa Department of Welfare 

Kanagawa Prefectural Government 

本稿は，戸川主事が，岡県の第3回海外派遣研修生として，昭和46年 9月から11月まで 2ヶ月間

スウェーデンで老人福祉の研究調査をされた結果をまとめられたもので，神奈川県民生部編「民生

部福祉時報_j (昭和48年)No.15の第4章および第 5章より，同主事のご好意により転載させてい

ただいたものでありまして今回はその第 3回目で，第5章に当ります。

第 5章施設援護対策

Closed care-

第 1節老人ホーム発展の経緯

スウェーデンの老人ホームは， 20世紀初期，そ

れまで病人や貧民を保護する施設であった救貧院

を母体として生まれたものである。救貧院は，老

人にせよ，若者にせよ，疾病，精神薄弱及び精神

障害のために賓困に陥れば，誰れでも入所できた

が，実際，入所者の大部分は老人であった。こう

した救貧院がはじめて建てられたのは17世紀であ

り，さらに18世紀末には法律により施設介護の責

任が小地域自治体(コミューン〉に課せられた。

しかし， 20世紀に入って年金保険法が制定され所

得保障が確立すると救貧院の対象者である老人は

次第に減少してきた。

救貧院，そして初期の老人ホームのもつイメー

ジは暗く，一般人が老後を過ごす生活の場とは考

えられなかった。パーティレ・コミューンでこの

時期に建設された老人ホームを見学した。この老

人ホームは 2階建の古い建物で，廊下や階段は狭

く僅かに往時の面影を伝えていたが，内部はほと

んど改装されていた。

以後スウェーデンが農業国から工業国へと変貌

をとげ経済的繁栄を享受するようになると，従来

の貧困者にも経済的生活面に新しい可能性が聞け

てきた。こうして単なる経済的理由だけでは施設

収容の対象者たり得なくなり，同時に健康な一般

老人は，年金受給者住宅に住むことができるよう

になった。コミューンの施設に入所する者は，多

くの場合障害者か何らかの介護を要する老人に変

わってきた。

他方老人ホーム自体の近代化も進められ，入所

4 

者の処遇向上と職員の労力軽減を目的とした設備

の充実に十分配慮がなされてきた。今や老人ホー

ムはと収容施設ミではなくてた老人アパートミに

変容しているといえよう。そして老人ホームに対

する需要は極めて強く入所希望者のすべてを入所

させることができないほどの魅力をもつまでにな

った。また近隣に居住する一般老人との交流が盛

んになり，地域福祉活動の拠点ともなってすっか

り地域社会に融合している。

老人の施設介護に対する責任は，病人ではない

が1人では生活上困難をきたす者についてはコミ

ューンが負い，病気になった老人については県が

負っている。県は医療に関する一般的責任を負っ

ているので，老人の施設介護についてもこうした

責任分担が生じたものと思われる。

老人ホームの形態は法律で決められておらず，

どのような形態の老人ホームが老人にとって最適

であるかはコミューンが決定する。従ってコミュ

ーンではあらゆる角度から老人ホームの検討を進

めている。イエテボリーでは，次の 3種類の老人

関係施設がある。

1. 通常のと老人ホームミ

(home for the aged) 

1. サービス・ハウス

(service home) 

3. ナーシング・ホーム

(nursing home) 

通常のと老人ホームミはスウェーデンの各地に

見られるポピュラーなものであり，居室(個室〉

に台所がついていないため，食事は個室では不可

能で食堂に集まってすることになっている。この

老人ホームにもコミューンによって若干の差があ

り，例えばイエテボリーのある施設では食堂が 1



階と 2階にあって， .1階は近隣の自宅，或は年金

受給者住宅に住む老人も来て入所者と共に食事が

できる広い食堂で 2階には入所者だけしか利用

できない狭い食堂があったが(どの食堂で食事を

とるかは全く入所者の自由である。)，他のコミュ

ーンではこうした 2種類の食堂をもっ施設は見ら

れなかったc また，ナツカ・コミューンでは 2つ

の棟を渡り廊下で結び，一つの棟は 1人で外出で

きるような元気な老人を入所させているが，他の

棟では l人では外出できないほど身体が弱ってい

る老人を入所させている。こうした施設も他のコ

ミューンでは見られなかった。

サーピス・ハウスは，個室に炊事設備があり

(この点で通常のと老人ホームミとは異なる。)，

また多数の入所者が集まって食事できる食堂もあ

るので，入所者は食堂で他人と共に食事すること

もできるし，自分の居室で自ら料理して食べるこ

ともできる。これは最も新しい形態の老人ホーム

ということだった。

サービス・ハウスは居室にトイレ及び台所があ

る点で一般住宅と共通しているが，他面食堂もあ

り，寮母，看護婦等をおいている点で一般住宅と

は異なる。

最後のナーシングホームは特別養護老人ホーム

と老人病院の性格をあわせもつものである。

第2節 老人ホームの入所者と入所基準

老人ホームの医療に責任をもっ医者が，老人ホ

ーム入所者に関する調査について1962年国家社会

政策委員会に提出した報告書は，次のように述ベ

ている。

1. 入所者約40，000人のうち約10%は対象者にふ

さわしい特別な介護を行なう施設に収容すべき

だと考えられる。

約 2，500人は長期療養を目的とした施設入所

対象者で，約 1，000人は精神病院の入所対象者

である。

2 大部分の入所者は極めて高齢で，約50%は80
歳以上，約25%は75歳-79歳であった。

3. 老人ホームの入所者で1964年に死んだ者の約

76%がその老人ホームに生活して 4年に満たな

い者である。 10年以上老人ホームで生活してい

た者は，わずか 6.6%にすぎない(死亡者総数

約9，700人〉

4. 1964年の入所率は平均93%である。

以上の調査結果報告は，老年期の初期には老人

ホームの入所が困難であることを示している。次

に老人ホームの入所基準について述べよう。

前述したように経済的理由，即ち貧困というこ

とだけでは入所理由にはならない(この点は日本

と非常に異っている〉。単なる貧困老人は公的扶

助制度の対象者であって，老人ホームの入所対象

者ではないのである。老人ホームの入所理由は身

体上及び(又は〉医療上の看護の必要性である。

従って，入所対象者として考えられるおもな者は

次のとおりである。

1. 老齢のため自分の生活環境のなかで自分で身

の廻りの世話ができないほど身体が弱くなって

いる者。こうした事情にある老人は，例え立派

な住居に住み，家庭奉仕員の介護を受けていて

も老人ホームの入所対象者になる。夜間介護の

必要性が入所を決定的にする場合が多い。

2. 病気になった老人(但し，医学的リハビリテ

ーションを必要とする者及びナーシング・ホー

ム(Nursinghome)で行なわれるような介護を

必要とする者を除く。)

ねたきり老人は，ナーシング・ホームの対象者

であって一般の老人ホームには入所できないが，

次の者も一般の老人ホームへの入所を拒否されて

いる。

1. 病気になっているが，その病気について徹底

的に診断を受けていない老人

2. 同僚に迷惑をかける程度の精神障害者

少しぐらい記憶力が減退していても，そのた

めに入所を拒否されることはない。しかし，一

般に自分の部屋がどこか，どこに住んでいるか

ぐらいの記憶力が必要である。

3. 病院で生涯看護を受けなければならないよう

な病人

4. 毎日何時間も付添人を置かなければならない

ような看護を必要とし，しかもそうした状態が

永続する病人

いったん老人ホームに入所した者が病気になっ

た場合は，一般的には病院に入院させられる。し

かしそれは原則であって病院が満床のときは老

人ホームに置いたまま老人ホームが医療を施す場

合がある。このようなときは，病院が老人ホーム

に所要経費を支払う。

第 3節老人ホームの現況

1. 増床〔定員増〉計画

スウェーデンには現在 1，300以上のコミューン

立の老人ホームがある。定員は1965年末現在で約

49，000床。そのうちの約50%は1947年以後建設さ

れた老人ホームの定員である。

1964年6月スウェーデン全国で不足している定

員数は 8，400床だった。その後高年齢層の老人が

増え続けているので，いまだに不足の状態が続い
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ている。

社会庁は，老人ホームの建設に際して設置目標

にしている定員(ベッド〉は農村や過疎地におい

ては， 1970年の70歳以上人口の10%と見積ってお

り，都市においては， 70歳以上老人の約7%とし

ている。

2. 施設構造と入所者の生活

(1) 定員

20年前は小規模老人ホームが好まれた。しかし，

社会庁は老人ホームの規模は最低40床にすべきで，

施設規模は大きければ大きいほどよいと述ベてい

る。都市のコミューンのなかには 100床以上の定

員をもっ施設がある。

1960年に新設した老人ホームは48施設で，この

うち25未満のベットしか持っていない施設は13あ

った。しかし， 1970年の初期には 100施設が建設

中だったが， 25未満のベットしか持っていなし、の

はわずか 3施設しかなく， 32施設が60以上のペッ

トを持っている。

(2) 個室

現在は，入所者の55%は個室に住んでいる。最

近建てられた老人ホームでは95-100%の入所者

がトイレ (Toilet-room)っき個室に住んでいる。

個室の広さは最低12m2で，家具を置くことができ

るようになっている。日本には個室に住んでいて

は孤独に陥りはしないかという考えがあるが，こ

うした考えは全く誤りであってそうした危険は少

しもない。むしろ個室は居住者の城であって最低

限のプライパシーを保持するのに不可欠なもので

ある。つまり，一般人が自らの城として自分の住

居を持つのと全く同じである。個室を持つことに

よってはじめてプライパシーを保持し，同時に自

由意思で最も気の合う隣人を選択できるのである。

これは一般社会にみられると近所づき合いミと同

質のもので，個室の住人は一般社会のアパートの

住人と何ら異なることはない。個室の設置は老人

の人格尊重の理念に基づくものである。日本では

1室に数人住んでいるのが常態であるが，入所前

までの人生の大半の生活涯を異にした者達が老年

期に入って同居させられ，それが人生を終わるま

で続くと考えると同居に伴う精神的苦痛は相当大

きいといえよう。こうした観点からスウェーデン

の個室はλ所者に精神的安定を与えているものと

思わる。

日常生活については，入所者の世話と生活指導

は寮母が行ない，掃除は施設職員がする。

(3) 入所者の社交の場とその他の設備

入所者の社交の場としては，食堂，談話室，及

び集会室がある。
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食堂は前述したとおり近隣の自宅に住む老人も

利用できるので，入所者は近隣の老人とも交際で

きる。談話室には勿論，テレビが備えである。ま

た，集会室に俳優，歌手等を招いて演劇会を聞く

こともあるという。

入浴は入浴担当職員がついて入浴させる。下肢

または腰部が弱い老人は，機械で容易に自由に動

かすことができるベッドに乗せたまま浴槽に沈め

るので，職員は入所者を比較的楽に入浴させるこ

とができる。日本ではこうした入浴装置を使用し

ている養護老人ホームはない(神奈川県立箱根老

人ホーム(特別養護老人ホーム部門〉には設置し

ている〉。

また，作業室を設置し，作業指導員を置いて入

所者に種々の作業を指導している。作業内容は入

所者が自分で選択することになっており，手芸が

圧倒的に多い。材料は老人ホームに一括して購入

しであり，それを入所者が必要に応じて買って自

分の好みに応じたものを作る。従って，作った製

品は自室に飾ったり，親族に贈ったりする場合が

多く，まったく作った本人の意思次第ということ

になる。

マルメ・コミューンの老人ホーム「オーレスン

ト・ゴノレデン (OresundGarden) .Jの作業場は

非常に大きく，入所者各自が製品を自己のものに

したり他人に贈ったりする場合の作業場と業者か

ら受注して生産する作業場が同一室内にあり，い

ずれの作業場で作業するかは入所者の自由意思に

よる。さらに老人ホームには図書室(談話室とは

まったく Bのがあり，図書室にはコミューンの図

書館が図書を配達し，定期的に図書の入れ代えを

千子なっている。

その他，機能訓練を行なう機能訓練室，足の治

療を行なう部屋，医務室，サウナ風呂等が設置し

である。前述のオーレスント・ゴノレデンには入所

者(老人〉も一般人と同様の生活をしてもよいは

ずだという考えから酒を飲める所謂「スタンド・

ノfー」の設備もある。

(4) 設置場所

社会庁は，老人ホームはコミューンの中心地に

建設すべきで，その方が社会資源がよりよく組織

化されるし，また，理学療法士やレクリエーショ

ナノレ・セラピー (recreational thera py)のよう

な資格を有する職員，その他各種の訓練をつんだ

職員を募集できる。

(5) 職員の研修

ア寮母

スウェーデンでは1908年以来老人ホームの寮

母 (matron) の研修を定期的に行なっている。

1
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この研修は，小地域自治体協会 (association 

formed by the primary communes)が運営

しており，国がその補助金を出している。 1960

年代の初期は養成期聞は 3年間だった。そのう

ちの約6カ月は理論研修に当てられ，その他の

期聞は老人ホームや病院で実修を受けた。

1964年教育庁はこの研修計画を若干変更して，

研修行政を職業訓練を行なう団体に移管した。

教育庁は寮母の仕事を次のように定めた。

(ア) 介護を行なうこと 。

併) 入所者を活動させ， リハビリテーション

を行なうこと。

(ク)施設管理と職員の指導監督を行なうこと。

伺経理を行なうこと。

(;t) 安心感のもてる家庭的雰囲気をつくるこ

と。

倒 r入所者_j， ，-集団生活の場としての老

人ホーム」及び「関係者(一般団体を含む〉

との接触」に責任をもつこと。

以上のすべての点において責任を果たしている

寮母はほとんどいないと息われるが，種々の分野

の仕事を知っていなければならないことは明らか

である。 3年の長期講習に対するカリキュラムが

現在定められており， 34週が理論研究にあてられ，

92週は実修となる。実修は内科と外科に関する実

務(診療所と病院で40~42週) ，精神病患者の看

病 (9~11週〉及び老人の介護 (38~40週〉に分

けられる。

現在，寮母の約50%が十分な研修を受けている。

イ 看護職員

最近スウェーデンでは看護婦の養成が変わっ

た。看護婦の免状を得るための養成期聞は 2年

半である。看護職員の養成計画によって中学校

卒業後17歳で看護補助員 (nurses-aiのとなる

コースに進み， 続いて実修期間後， 準看護婦

(assistant-nurse)や看護婦になることができ

る。これと同じ養成計画が老人ホームの職員に

適用されてきた。即ち，老人ホームの職員は23

週の研修を経て看護補助員となり，さらに看護

補助員は 1年間の実修後，老人ホームの準看護

婦講習の受講資格が与えられる。

ワ その他

これらの計画があるため，病院や老人ホーム

は職員の募集がしやすくなっている。しかし，

若者を多数採用するのはむずかしい。毎年約

35，000人の若者が職業訓練を受けてきたが，そ

のうち 5，200人だけが公衆衛生，医療，老人介

護等の種々の看護業務に従事している。この従

事者数は非常に少なく，必要とされる職員はこ

の4倍:である。

(6) イエテボリー・コミューンの老人ホーム対策

の考え方

イエテボリー・コミューンには1970年9月30日

現在， 11カ所の老人ホーム(定員 982人〉を設置

している。そして入所待機者のリストには， 2，170

人が登録されている。こうした情況のなかで同コ

ミューンは老人ホームのあり方について絶えず研

究しているが，老人の施設介護の指導原理を「年

金受給者(老人〕が充分かつ適切な介護を受ける

ことができる老人生活に適した住居をつくること」

としている。こうした方向づけは，老人ホームと

いう言葉を新しい形態の施設としての老人サービ

ス・ハウスという言葉に置き変えることによって

示される。

最近の老人ホームは，主として健康老人のため

建てられているが，個室(居室〉はかなり狭く，

談話室は比較的ゆとりがあった。しかし，同時に

相当看護を必要とする者も入所してきたのでこれ

らの者の介護をしなければならなかったし，彼等

は社会生活(他人との談話等)，趣味，仕事等に

は余り興味を示さなかった。こうした状態のため，

談話室はそれほど利用されなかった。従って，談

話室にかける費用で個室を広くしたいという考え

がでてきた。こうして，サービス・ハウスは従来

の談話室の面積を利用の実態に合わせて削減し，

その代わり居室の面積を増やした。そして居室に

は居間，寝室，シャワーっきトイレ，洋服ダンス

及び簡易台所をつけた。まことに至れり，尽せり

という感じであるが，この考えの基本をなすもの

は，通常の老人に対する社会福祉行政の責任が，

老人の介護ではなくて主として住宅問題にあると

いう点にある。

この形態の施設は，現在1カ所(パッカ・ヒユ

ースBackahus (1970年未完成))で今後5年聞

に11カ所に建設される予定である。このサービス

・ハウスには居室90があり，その他に談話室，食

堂，作業室(手芸等の趣味をする部屋)，浴室，

足の治療をする部屋，洗髪室等がある。屋上には

庭園があってどの部屋からも庭園に出ることがで

きる。

現在，老人ホームの徴収金は年金額を基準とし

ている。かくて年金受給者は，収入及び資産とは

関係なく年金額より 120クローネ少ない額を支払

っている。また，サービス・ハウスの概念導入に

より所要経費を家賃と介護費に分けることができ

た。年金受給者(老人〉はコミューンから住宅手

当の支給を受け，それで家賃を支払うこともでき

る。この住宅手当を受給するには，収入調査をし
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なければならない。なお，このパッカ・ヒユース

の総工費は9，500，000クローネである。

(7) パーテイレ・コミューンの施設対策

当コミューンは人口約21， 000でわが国の町程度

の自治体であるが，その福祉水準はわが国の人口

20万-30万の都市に優るとも劣らない程高い。

年金受給者住宅は 116戸，また老人ホームは 3
施設(定員 119人〉ある。最も古い老人ホームは

1900年に建設されたヨンセレド老人ホームで，定

員20人の小規模施設である。救貧院時代の建物を

使用しているので，廊下は狭く単身者用の個室は

わずか 4居室しかなく，他は夫婦部屋か合部屋で

ある。

1931年に建設されたオステボ (Astebo)老人ホ

ームは，森林に固まれた閑静な場所にあったが，

建設当時は老人が農作業をしながらその収入によ

って家賃を払う一つの農場であった。 しかし，

1947年に収入に応じて家賃を払うように定められ

た。当施設の居室には18世紀や19世紀の由緒ある

家具が置いてあったり，百年前のイエテボリーの

風景を描いた絵が壁に掛けてあり，入居者がこれ

らを誇らしげに説明しながら見せてくれた。定員

は39人で，単身者の個室は30居室ある。

1969年には近代的なクツレゴルデン老人ホーム

が建てられた。当施設は，単身者にはすべて個室，

また夫婦には 2部屋っきの居室となっており，前

述した作業部屋，集会室，食堂，図書室等の設備

は勿論完備している。わが国にはこれほど立派な

施設はない。ストックホノレムやイエテボリーのよ

うな大都市にこのようなすばらしい施設があって

も，驚くに値しないであろうが，パーテイレ・コ

ミューンという田園地帯にある小さな自治体にこ

れほどの施設があることは，スウェーデン各地の

福祉水準の高さを如実に示すものといえよう。

少々余談になるが，在宅対策にしても 150人の

老人家庭奉仕員を配置し， 1970年に彼等の総稼働

時聞は57，154時間(1人 1日当り1.04時間〉とな

っている。このほか在宅老人に対して看護婦を派

遣したり，自分で行動が困難な老人に対しては特

殊パスやタクシーの利用ができるようにしている。

(8) ウッデ、パッラのデイセンターをもっ老人ホー

ム

当コミューンはスウェーデン西岸のノノレウェ一

国境に近い人口約3万8千人(老齢年金受給者約

3，600人〕の自治体で， スコーグスリッケへメッ

ト (Skogslyckehemmet) という老人ホームが

ある。この施設は内部に地域住民も利用できるデ

イセンター (daycenter)があり，次に述べるマ
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ルメの老人センターと同質のものである。名称は

まだ老人ホームで老人センターにはなり切ってな

し、。

施設は 5棟の建物からなり，老人ホーム部門は

10階の建物で定員 110人。各階には食堂，娯楽室

及び余暇活動室があり，居住者は自分の階にある

これらの設備を利用しでもよいし，後述するデイ

センターの設備を利用してもよいことになってい

る。即ち，年金受給者は，同コミューンの提供す

るオープン・ケア又はクローズド・ケアのいずれ

でも好きな形態のケアを受けることができるので

ある。

デイセンターは住居棟と各種サービスを提供す

る棟からなり，同コミューンの在宅年金受給者及

び身体障害者が自由に利用できるオープン・ケア

提供施設である。住居棟はマノレメの老人センター

にある年金受給者ホテノレ (pensionershotellet)

と呼ばれているものと同じで，年金受給者や身体

障害者の住宅である。訪問当時身体障害者5世帯，

年金受給者15世帯及び一般人30世帯と一般世帯が

最も多かったが，同コミューン民生局長の説明に

よると，一般世帯は徐々に年金受給者世帯に変え

て行くとのことであった。身体障害者の住居は，

各種設備が彼等の生活に適するよう細かく配慮し

であった。デイセンターには，趣味の作業室，理

(美〉容室，足治療室等があり，また建物の周囲

には，一般人も利用できる運動施設もあって，地

域福祉活動の拠点ともなっている。

(9) マノレメ・コミューンの老人センター

マノレメ・コミューンは最も老人福祉行政の進ん

だ地域で老人の増加率も著しい。従って，老人ホ

ームに対するニードが強く，老人ホームの入所待

機者が 1，000人以上もいる。こうした状況のなか

で従来の老人ホームのあり方に反省がなされ，老

人ホームの地域性を一層強化するため「老人セ

ンター_j(Old people center(英)， Aldrigscenter 

(瑞))の構想、が打出された。このプロジェクト

は"?Jレメの社会福祉界の権威者によって考案され

たもので，イギリスの老人センターとマルメで

一年間運営した小規模老人センター「メランへ

ドスゴノレデ、ン (Mellanhedsgarden)_jの経験を

基礎にしたものである。こうして 5カ年計画で 5

カ所に 5つの老人センターを設置することになっ

た。このセンターは，①老人ホーム，②年金受給

者ホテ/レ，③コミューン・センターの 3部門に分

かれる。このセンターの構想、の意図は，センター

の居住者及びセンターの近隣の居住者に医学的に

も心理学的にも重要な予防医療を含む効果的介護

を与えることであった(但し，入居者は老人のほ



かに身体障害者もいる〉。また，オープン・ケア

(在宅介護〉とクロ{ズド・ケア(施設介護〉を

密接に結びつけ，両者を融合させることによって

その区分を解消することも目的の 1つだ、った。即

ち，近隣の居住者(老人〉及びセンター内の老人

住宅の居住者と同一場所で，同ーのサービスを提

供することにより，これらの者が全く同質視さ

れ従来の老人ホームがもっイメージを完全に払拭

することを目的としている。今や「老人ホーム」

という閉鎖的な概念を捨てて新しい概念を導入す

べき時期にきているく但し，現在はまだ年金受給

者の住宅だけを年金受給者ホテノレといっており，

「老人ホーム」の概念はセンター構想、のなかでも

使用されている。〉

イエノレフアツラ・コミューンでも 「老人ホーム」

(home for the aged) という呼称をやめ「ゲス

ト・ホーム.J (guest home) という呼び方をし

ていた。以下訪問した老人センター「オーレスン

トゴノレデン」について述べる。

オーレスントゴソレデシはマノレメの海岸に面した

地域にあるリンハム地区の中央にあり，地域住民

(老人〉に教養娯楽の場として利用されている。

このセンターの活動とサービスの対象は年金受給

者と身体障害者である。センターは次の 3部門に

より構成されている。

ア デイ・センター (Theday center) 

イ レジデンシヤノレ・ホテJレ(Theresidential 

hotel) 

ウ老人ホーム (Thehome for the aged) 

ア デイ・センター

趣味，娯楽等の活動の場で，土曜及び日曜の

休日でも利用できる。作業場では裁縫，手芸，

木工等を行なうことができ，作業指導員が指導

してくれる。これらの作業は，勿論，生きがい

対策の 1つで作業を通じて生活に刺激を与える

ことにある。作業場には織物機械，木工器具，

施盤等の機械類が配置され，設備についても充

分配慮されている。前述したようにこの作業場

は販売を目的とした生産も行なっている。取引

先はマノレメ生産工場 (Malmo Production 

Workshops)。賃金は生産量に応じて支払わ

れる。

娯楽関係設備としては，カラーテレピを備え

た談話室，演劇，講演，映画等を行なう集会室

等がある。多数の書籍と新聞が閲覧できる図書

室も常時利用できるようになっている。また，

ビリヤード室もある。

飲食関係設備としては，毎日午前8時から午

後 4時まで聞いているレストラン，午前11時か

ら午後6時まで聞いているカフ ェテレア(セル

フ・サービス庖〉及び午前12時から午後8時ま

で聞いているパー(酒屋〉がある。その他身体

障害者のための機能訓練室がある。

イ レジデンシャル・ホテノレ

これは56戸のアパートからなる地上 3階の建

物で，年金受給者の住宅である。 31戸のアパー

トは2室，また25戸のアパートは 1室である。

このなかには身体障害者のため特別な設備をし

たアパートが若干ある。各アパートには急病の

場合などにセンターの職員に連絡するための設

備と電話を備えている。

ウ老人ホーム

2棟からなる老人ホームは， 144人の年金受

給者(入所者〉に介護とサービスを提供してい

る。入所者を12人ずつのグループにまとめ，グ

ノレーフ。ごとに共同で利用できる設備，例えば，

デ、ールーム兼食堂やコーヒーを沸かす程度の台

所がある。また，ラジオとテレビを備えた談話

室もある。寝室には洗面所兼用のトイレと洋服

ダンスがある。

センターの戸外にも入所者や来訪者の便宜を

考えた各種の施設を配置している。即ち，デー

・センターの中庭には戸外のレストラン，カフ

ェテリア，チェス等をする戸外設備が，また，

センターの近くには郵便局，商庖街，パス{亭等

があり，これらのものはサービス・センターの

入居者の日常生活をより便利なものにしている。

こうして，老人・センターの老人ホームはも

はや従来の意味での老人ホームではなく，質的

変化をして老人住宅に脱皮してきたのである。

そして地域に密着した一般社会と何等異なるこ

とのない生活の場となっている。
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ヘルシンキ会議の

スウェーデン外相発言

へノレシンキで聞かれたヨー ロッパ安全保障会議

で， 7月 4日スウェーデンのクノレスター・ウィク

マン外相は次のように演説した。

「好ましい展開への枠組と必要条件で，近年目

についたものは，アメリカとソ連が基本的諸問題

で共通の利害をもっていることに気付いたことで

ある。

この二大国が軍事的衡突の危険を減らそうとす

る努力は，すべての国々が歓迎するに違いない。

米ソが種々の分野で協力関係を発展させること

は，国際社会の利益に合致する。

しかしながら見過してならないのは，ますます

緊密化する超大国聞の協力が，他の諸国の正当な

利益を侵害することもありうるということであ

る。軍事的分野に見られるように超大国が獲得し

た地位は，その他の国を二国に依存する状態に陥

れかねず，そうなれば国家の自己決定権と相容れ

難い。それゆえ，不可欠なのは国際緊張緩和への努

力が二つの超大国の指導者の会合とか合意とかに

限定されることなく，他の国にも種々の多面的交

渉に参加する機会を確保するということである。

喜こばしいことに，中立及び非同盟諸国の政策

は近年とみに国際的理解を得るようになってきた。

またへノレシンキ会議の準備作業の段階で，緊張緩

和と安定した平和を保証する方向に諸国家の活動

を導くような基本原則に関し，広汎な意見の一致

を見た。スウェーデン政府はこの会議をその場限

りのものと見なしたくはなかった。我々の見解は，

長期的展望から，会議に代表を送るすべての国々

に軍備制限の手段を討議する機会が開かれている

べきだというものであった。

会議の重要な目的のひとつは，異なる社会体制

をもっ国家聞に，より幅広く強力な経済協力を実

現することであった。最近焦点となっているエネ

ルギー及び、原料資源に関する問題についても，こ

の面での協力は将来さらに決定的意味合いをもっ

と考えられる。

さらに一般的性質のもう一つの重要な問題は，

諸国間の個人及び団体の交流に関する問題である。

10 

スウ ェーデン政府にとって情報の自由な流れはそ

れ自体本質的な価値をもっている。強調したいの

は3 この会議の結果，情報の交換がより広範囲に，

人的交流がより改善されたものにならないならば，

会議の価値そのものが減じるだろうということで

ある 。

産業活動は輸出用受注で活発化

圏内需要は依然停滞

スカンディナヴイスカ・エンシノレダ・パンケン

CSkandinaviska Enskilda Banken) は 6月末

の経済情勢報告で次のように述べている。スウェ

ーデンの経済情勢はいまだ不安定である。産業活

動が輸出市場から持続的な強い受注を受けて活発

化する一方，国内需要はいまだ明らかな回復の徴

候を見せていない。

第一四半期の輸出額は昨年同期に比べ， 30%以

上の伸びを見せ，平均の輸出価格も 5%上昇した。

主要な輸出市場での異常なインフレ上昇率も，ス

ウェーデンの国際競争力を高める結果となってい

る。

しかし国内に目を向けると，期待されたような

個人消費の伸びは見られず，公式統計に現れた商

品部門，サービス部門のどれにもこの四半期に伸

びを示したものはない。建築及び土木部門の活動

は依然下降を続け，公共部門の拡大傾向も抑制さ

れた緩やかな形となっている。

全体として経済活動の伸びが比較的緩慢である

にもかかわらず，消費者物価は今年4月までの12

ヶ月間で 6.6%も上昇した。しかしこれを国際的

に見れば， 72年以来の消費者物価の上昇率は比較

的緩やかなものだったと言える。これに対し生産

部門では原材料費の急激な上昇による価格暴騰の

徴候がすでに現われている。当然今年の後半には

消費者物価へのはね返りが予想される。

北ベトナムに 3億1，400万

クローナの援助

先ごろハノイで調印された協定に基き，スウェ

ーデンは1973年~74年に北ベトナムに対し総額 3

億1， 400万クローナ(約204億1，000万円〉の援助

を与えることになった。

これは一国にスワェーデンが与えた援助額とし



てはこれまで最大のものである。

無条件供与として医薬品，病院用設備，紙など

と，家族計画に対する援助が， うち 1億 2，500万

クローナ(約81億1， 200万円〉を占め，残りの大

部分は二つの病院新設と，パノレフ。及び‘製紙工場建

設にあてられる。

スウェーデン政府はまた，ハノイのパク・マイ

病院の再建への援助としてスウェーデンで全国的

に行なわれている募金に 1，000方クローナ(約6

億円〕を加えることを約束した。

探検家 5人の肖像が切手に

世界的に有名なスウェーデンの探検家，科学者

の肖像の切手が， 9月22日ス ウェーデン郵政省か

ら発行される。 S.A.アンドレ (S.A.Andree 

1854-1897)，スヴェン・へデ、イン (SvenHedin 

1865-1952) ， A. E.ノーデンシェノレド (A.E. 

Nordenskiold 1832-1901) ，アンダース・スパ

ーマン (AndersSparrman 1748-1820) ， カ

ーノレ・ピーター・トゥンベリ (Carlpeter 

Thunberg 1743-1828)の5人である。

アンドレは気球によるパノレト海横断と北極への

飛行によって知られ，北極飛行の際に仲間ととも

に遭難した。

スグェン・へデ、インは中央アジアに関する世界

の知識に，地理学的，民族誌学的面で貢献， 1902 

年貴族に列せられた。

ノーデンシェノレドの数ある活動の中でも，北極

探検が特に有名で、ある。 1878-79年に， トウロム

セ (Tromso) からベーリング海峡への北東航路

をグェガ号によって拓いた。

スパーマンとトゥンベリはともに生物学者リン

ネの弟子であった。スパーマンはクック船長の二

度目の大平洋への航海 (1772-75)に同行し， ト

ゥンベリの探検地には日本も含まれ，有名な「フ

ローラ・ジャポニカ(とFlorajaponicaミ)dJを

著わした。

5種の切手は外国郵便用と予定されており，価

格は 1クローナである。

(栗原 弘訳〕

ドクター・ヘルマンソン女史来駕

本研究所では，世界の新教育者の団体である世

界教育連盟 (WorldEducation Fellowship)の

国際会議にスウェーデン代表として来日中のエス

ター・へノレマンソン女史(Dr.Ester Hermansson) 

を招き， 8月6日午後 1時より丸の内精養軒で歓

迎午餐会を闘いた。

同女史は，今日のスウェーデンの新学校制度の

産みの親として，スワェーデンのみならず，全北

欧の教育界で著名な人で，若くしてオーストリア，

アメリカをはじめとする欧米の各国に学び，小学

校より大学まで教鞭をとり，視学官もっとめ，近

年まで北欧の各大学において教えていたように教

育実践家でもあり ，理論家でもある。

話題は教育から広く文化についての日瑞の比較

に及んだが， 1950年の新教育制度のもととなった

1946年度学校改革委員会ではアルパ・ミュノレダー

/レ夫人 (Mrs.Alva Myrdal)と共にカリキュラ

ムを作るのに苦心したことなどのエピソードをき

くことができた。

出席者は，高須裕三常務理事，小野寺百合子評

議員，中嶋博評議員，河野道夫研究員を加え 5名

であった。(中嶋博早大教授記〉
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